大阪府いじめ防止基本方針

はじめに

大阪府では、これまでも、いじめは「重大な人権侵害事象であり、根絶すべき課題として未然防止に努めなければならない」「いじめられた児童生徒の立場になって取り組み、速やかに解決する必要がある」という考えのもと、「いじめ防止指針」をはじめ、「いじめ対応プログラムⅠ・Ⅱ」「いじめ対応プログラム実践事例集」「いじめ対応マニュアル」「携帯・ネット上のいじめ等への対処方法プログラム」「５つのレベルに応じた問題行動へのチャート」をとりまとめ、様々ないじめ防止対策に取り組んできました。
平成26年４月には、「いじめ防止対策推進法」に基づき定められた国の基本方針を受け「大阪府いじめ防止基本方針」を策定し、これをもとにした対策を講じてきたところですが、平成29年３月に国の方針が改定されたことから、大阪府いじめ防止基本方針の改定を平成30年３月に行いました。
大阪府いじめ防止基本方針は、いじめ防止対策推進法をふまえ、学校の設置者である教育委員会や学校法人等及び学校における取組を明確に整理するとともに、重大事態が発生した場合の対応についても定めた、府としてのいじめ防止のための総合的な方針です。
令和４年４月の改訂では、教職員がいじめの問題を抱え込まず、いじめ予防や早期発見等の取組を学校が組織として一貫して行うべきであることを明記しました。

大阪府では、この基本方針に基づき、府内のすべての学校や関係機関をはじめ、府民全体で、いじめ問題の克服に向けて取り組んでまいります。




　いじめとは、「学校の内外を問わず、児童生徒が一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」で、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた子どもの立場に立って行う必要があります。

まずは、「どの学校でも、どの子どもにも起こり得る」ものであることを十分に認識しておくことが重要です。

　

各学校においては、以下の点に留意して取り組むことが求められます。

■　教職員は、子どもが発する小さなサインを見逃さないこと。
　いじめは、いじめを受けている子どもに精神的な苦痛を感じさせ、その人格を否定し、自尊心をことごとく奪うとともに、身近な人にさえその思いをなかなか訴えにくい行為です。さらに、大人の前で顕在化することは少なく、発覚しにくいものです。また発覚しても、被害を過小評価する傾向にあります。どんな小さなサインも見逃さず、子どもの立場に立ち、子どもの言葉や気持ちをしっかりと受け止めることが大切です。

　■　全教職員が「いじめは絶対に許さない」という強い決意のもと対応すること。
いじめは、子ども同士が加害・被害の関係に固定されず、その立場が入れかわることがあります。また、いじめによってもたらされる直接の被害ばかりでなく、教職員、友だちや保護者の対応によってさらに、子どもが傷つく場合があります。いじめの解決には、学校全体で共通認識をもって、働きかけることが大切です。

■　子どもへのエンパワメントの視点を大切にすること。
集団のなかで起こるいじめには、はやしたてる「観衆」がいたり、見て見ぬふりをする「傍観者」の存在もあります。学校は、加害の子どもが被害の子どもに謝罪することだけが、いじめの解決と考えず、子どもへのエンパワメントの視点を大切にしながら、事後指導も含め、自分たちで解決する力の育成や、学校や学年・クラス単位での中長期的な人間関係の修復に努める必要があります。


　

１）障がいのある子どもへのいじめについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■　障がいのある子どもがいじめを受けている時、その子ども自身が「抵抗する」「いじめの状況を適切に周囲の者に伝える」など、自分から助けを求める行動を起こすことが難しい場合が多く見られます。

■　いじめの発生場所についても、学校内だけでなく、子どもの下校時や帰宅後、休日等に居住地域でも起こる場合が考えられます。このようなことから、障がいのある子どもに対するいじめは、隠匿性が高く、陰湿化しやすい傾向にあり、発見の遅れによって、より深刻な人権侵害事象となる可能性があります。


２）障がいのある子どもへの対応について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 学校のすべての教職員が、いち早く子どもの変化に気づくことが大切です。

· 子どもとの日々のかかわりの中で、「理由のはっきりしないあざやけががある」、「原因はわからないが怯えているように見える」、「決まった場所に行きたがらない」等、少しでも普段と異なる様子が見られた時、教職員間で連絡を密にし、情報を共有することが必要です。状況によって、迅速に対応する必要があります。

３）家庭との連携　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 保護者の気づきや訴えからいじめが発覚する場合もあるので、学校と家庭で子どもの様子を交流し合うなど、普段から保護者との連携を密にし、信頼関係を築く努力が必要です。

· 学校は、求められてから情報を提供するのではなく、保護者に対して積極的に情報を提供しましょう。たとえば、連絡帳などを通して、毎日の学校での活動内容やそのときの子どもの様子を具体的に伝えましょう。

· 課題となる行動や学習内容などに対して、家庭でできることがらについて具体的にアドバイスを行い、学校と保護者のつながりを強くすることも大切です。

· このような学校からの積極的な働きかけが、保護者から学校に気軽に話ができる雰囲気をつくることにつながります。

４）地域との連携　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 支援学校（特別支援学校）に通う子ども、小・中学校に通う子ども、高等学校に通う子どもすべてが、地域で「ともに学び、ともに育つ」よう、地域ぐるみの見守り体制の整備が必要です。

· ＰＴＡや地域の方々から寄せられる情報により、学校では見えにくい地域における障がいのある子どもへのいじめの発見につながる可能性もあります。


障がいのある子どもに対するいじめ防止のための参考資料
＊「いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂について」

（令和６年８月　文部科学省）

＊「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定及び「いじめの重大事案の実態の調査に関するガイドライン」の策定について　

（平成29年３月　文部科学省）

＊「大阪府いじめ防止基本方針」

（令和４年４月　大阪府）

＊「『ともに学び、ともに育つ』～支援教育のさらなる充実のために～」

（平成25年３月　大阪府教育委員会）

＊「いじめ対応プログラム　Ⅰ・Ⅱ」
（平成19年６月・８月　大阪府教育委員会）
大阪府いじめ防止基本方針（令和４年４月改訂）を参考に作成しています。





Ⅰ　いじめ防止等のための基本的な考え方


１ いじめの定義


（１）いじめ防止対策推進法による定義


（２）留意点と具体例


２ 基本理念


（１）いじめは絶対に許されない


（２）対等で豊かな人間関係を築く


（３）地域社会全体で取り組む


３ いじめ防止等に関する措置


Ⅱ　府として取り組む施策


１ 大阪府いじめ問題対策関係機関会議の設置・運営


２ 大阪府立学校いじめ防止対策審議会の設置


３ 府立学校への支援


（１）学校の取組に対する指導等


（２）教員の資質向上


４　相談機関の整備と周知


（１）教育相談の実施


（２）被害者救済システムの実施


（３）相談窓口の広報


５　保護者など府民への啓発活動











Ⅲ　学校が実施する施策


１ 学校いじめ防止基本方針の策定


（１）学校いじめ防止基本方針の内容


（２）学校基本方針の運用


２　いじめ防止等の対策のための組織


３　学校におけるいじめの防止等に関する措置


（１）いじめの未然防止


（２）いじめの早期発見


（３）いじめへの対処


（４）いじめ解消の定義


Ⅳ　重大事態への対処


１　重大事態の意味について


２　重大事態の報告


３　調査の主体と組織


（１）学校が主体となって調査を行う場合


（２）学校の設置者（府教育庁及び学校法人等）が主体となって行う場合


４　調査結果の報告及び提供


５　知事による再調査等


（１）再調査の方法


（２）再調査の結果を踏まえた措置等


Ⅴ　関連資料





大阪府いじめ防止基本方針の概要





４　児童・生徒に対するいじめ防止の取組み





いじめ対応プログラムより抜粋





いじめの基本認識





いじめ対応プログラムより抜粋





３　障がいのある子どもの状況把握と対応





各学校においては、日頃から教職員が、子ども一人ひとりの障がいの状況等に応じた適切な指導と支援に努めることが重要です。普段と少しでも異なる様子が見られた時は、前日の下校後の様子や当日の学校での様子等について、保護者等との連携を密にし、教職員間で情報を共有するとともに、的確な状況把握のもと、迅速に対応できるような校内体制を整えておく必要があります。





障がいのある子どもに対するいじめについて





　障がいのある子どもたちの中には、いじめを受けていても、そのことをすぐに訴えたり、自分の気持ちをうまく表現できない場合があります。


　そのことから、いじめ事象が見過ごされ、長期間にわたっていじめを受けるなど、深刻な事態に陥ってしまうことがあります。


　教職員は、普段から、アンテナを高くして、些細な子どもの変化や、周りの子どもたちの言動等にも十分注意を払って見ていくこと、また、教職員同士、保護者との連絡・情報共有に、心がけておくことが大切です。





POINT





子ども理解





日頃から子どもたちの言動を観察し、人間関係の中で芽生えるいじめを早期に発見する学校全体の意識と組織が大切です。


また、教職員全体として、日頃の児童への関わりを振り返り、児童のいじめ行為を誘発してしまうような言動がないかの再認識を図ることに取り組む必要があります。





POINT
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